
招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

連
結
監
査
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

証券コード6492
2025年2月10日

株　主　各　位

北 九 州 市 門 司 区 中 町 1 番 1 4 号

代表取締役社長 岡 野 武 治

第125回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第125回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご

通知申し上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電

子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の

以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトに

アクセスの上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

　https://www.okano-valve.co.jp

（上記の当社ウェブサイトにアクセスいただき、上部タブのIRを選択して、

IRニュース一覧よりご確認ください。）

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に

「岡野バルブ製造」又は「コード」に当社証券コード「6492」を入力・検索

し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にあ

る「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日のご出席に代えて書面により議決権が行使できますので、お手

数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、議決権行使書用紙に賛

否をご表示の上、2025年2月26日（水曜日）午後5時までに到着するよう、折

り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
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1.日　　時 2025年2月27日（木曜日）

午前10時（受付開始：午前9時30分）

2.場　　所 北九州市門司区中町1番14号　当本社　3階会議室

3.会議の目的事項

報告事項 1. 第125期（2023年12月1日から2024年11月30日まで）事業報

告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会

の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第125期（2023年12月1日から2024年11月30日まで）計算書

類報告の件

決議事項

　<会社提案（第１号議案から第３号議案）>

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

<株主提案（第４号議案）>

第４号議案　 配当金の増額および配当性向引き上げに関する提案

4.招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

　書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、各
議案に対する賛否の表示がない場合は、会社提案については「賛」、株主提
案については「否」の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

　代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名
を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する
書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

記

以　上

※ 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申し上げます。

※ 本株主総会においては、書面交付請求の有無に関わらず、一律に電子提供措置事項を
記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につき
ましては、法令および当社定款第17条の規定に基づき、お送りする書面には記載して
おりません。
1．事業報告の「会社の体制および方針」
2．連結計算書類の「連結注記表」
3．計算書類の「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計算書類
は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査
をした対象書類の一部であります。

※ 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、
前記インターネット上の各ウェブサイトに修正後の事項、修正した旨、修正前の事項
を掲載いたします。

※ ご来場の株主様へのお土産の配布等は予定しておりません。何卒ご理解くださいます
ようお願い申し上げます。
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事　 業　 報　 告
（2023年12月1日から2024年11月30日まで）

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効

果により国内景気は緩やかに回復基調を維持しているものの、欧米の金利水準の

影響や中国経済の先行き懸念が依然としてリスク要因となっており、金融資本市

場の変動や物価上昇の影響も加わり、先行き不透明な状況で推移いたしました。

発電プラント用バルブの製造およびメンテナンスを主要事業とする当社グルー

プの事業環境につきましては、福島第一原子力発電所2号機からの溶融燃料（デ

ブリ）取り出しが成功し、廃炉作業を本格的に行う段階へと進みつつあります。

また、女川原子力発電所2号機が東日本に立地する原子力発電所として東日本大

震災後初めて再稼働し、続けて同型の沸騰水型軽水炉（BWR）である島根原子力

発電所2号機も再稼働したことで原子力発電を取り巻く環境が大きく前進いたし

ました。

このような事業環境の中、バルブ製造部門では、東海第二発電所向けを中心と

して、柏崎刈羽原子力発電所6号機、7号機、島根原子力発電所2号機やシンガポ

ールのKeppel Sakra Cogen発電所向けなど、国内外での販売に注力した結果、売

上高は当初の計画を上回りました。

メンテナンス部門では、福島第一原子力発電所の廃炉関連工事や島根原子力発

電所2号機、女川原子力発電所2号機、柏崎刈羽原子力発電所6号機、7号機の点検

工事に加え、能登半島地震に伴う七尾大田火力発電所点検工事や上越火力発電所

1号機の定検工事など、原子力・火力ともに好調に推移した結果、売上高は当初

の計画を大幅に上回ることとなりました。

その他試験研究等の新事業につきましては、受注時期の遅れに伴い売上時期が

次期以降に延伸になったことなどから、売上高は当初の計画を下回ることとなり

ました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は8,169百万円（前連結会計年度比

10.3％増）となりました。また利益面につきましては、売上高の増加に加え、メ

ンテナンス部門における高稼働率の維持、バルブ製造部門要員のメンテナンス部

門への機動的配置など人的資源の有効活用が奏功したことで営業利益1,185百万

円（前連結会計年度比46.0％増）、経常利益1,283百万円（前連結会計年度比

40.9％増）となり、また繰延税金資産の回収可能性を見直したことによる繰延税

金資産計上に伴う法人税等調整額の計上が影響した結果、親会社株主に帰属する

当期純利益は1,102百万円（前連結会計年度比57.9％増）となりました。
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(2) 設備投資の状況

当連結会計年度は、総額319百万円の設備投資を実施いたしました。その主な

ものは次のとおりであります。

・東北事業所事務所、倉庫等

・木型、金型

(3) 資金調達の状況

該当する事項はありません。

(4) 対処すべき課題

電力の安定供給という社会的使命を果たしつつ、ソリューションの提供を通じ

て新たな価値、事業を創造し、持続可能でより良い社会への貢献を果たしていく

ことが当社グループの経営戦略であり対処すべき課題です。変化する事業環境に

柔軟かつ迅速に対応し、持続的な成長を通じて企業価値、株主価値を最大化し、

伝統と革新の融合による「未来型ものづくり企業」のあり方を体現することを目

指します。

現在、近年取り組んできた各種施策が結実し強固な事業基盤が構築されつつあ

るため、今後はさらなる売上規模の拡大を最優先課題と位置づけております。コ

ア事業であるバルブ製造部門では、デジタルテクノロジーを活用した生産性向上

や海外市場の開拓、新たな領域への参入を推進してまいります。メンテナンス部

門では、事業競争力を強化し、幅広いソリューションを提供していくことで総合

工事会社としてのプレゼンスを高めてまいります。また、ソリューション事業で

は、蓄積されたノウハウ、知見、ネットワークを活用し、経営課題の解決支援や

装置産業のDX支援をはじめ、社会課題の解決に寄与するロボット開発など、新た

なプロダクト、サービス開発により事業規模を高めてまいります。

また、本業の活動に加え、当社グループでは、地域社会との共生を重視した

様々な活動を展開し、地方創生に貢献していくことで企業価値を高めてまいりま

す。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご指導とご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。
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区 分
第122期

(2021年11月期)
第123期

(2022年11月期)
第124期

(2023年11月期)
第125期

(2024年11月期)

受 注 高 (百万円) 6,305 7,517 7,074 9,453

売 上 高 (百万円) 5,850 6,887 7,407 8,169

営 業 利 益 (百万円) 365 488 812 1,185

経 常 利 益 (百万円) 445 562 910 1,283

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 303 483 697 1,102

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 177円61銭 290円83銭 433円84銭 688円62銭

総 資 産 (百万円) 12,095 12,395 12,707 14,210

純 資 産 (百万円) 9,004 9,456 10,011 11,179

(5) 財産および損益の状況の推移

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

岡野クラフト株式会社

百万円 ％

当社製品の機械加工・出荷・鋳鋼
処理業務、当社メンテナンス業務
等の請負

10 100

(6) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社との関係

該当する事項はありません。

②　重要な子会社の状況

(7) 主要な事業内容

当社グループは、当社および子会社1社で構成され、主な事業として、国内外

における原子力発電所、火力発電所、船舶、石油化学プラント等に使用される高

温・高圧バルブおよび各種安全弁等の製造販売のほか、各種バルブのメンテナン

スを行っております。
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岡野バルブ製造株式会社

本　社　　　：北九州市門司区中町1番14号

事業開発拠点：X-BORDER KOZA（沖縄県沖縄市）

　　　　　　　S-TOKYO（東京都中央区）

営業所　　　：東京営業所（東京都中央区）

　　　大阪営業所（大阪府吹田市）

事業所　　　：メンテナンス事業部（北九州市門司区）

　　　九州事業所（福岡県行橋市）

　　　柏崎刈羽事業所（新潟県柏崎市）

　　　福島事業所（福島県双葉郡）

　　　東北事業所（宮城県石巻市）

　　　北海道事業所（北海道苫小牧市）

　　　大阪事業所（大阪府吹田市）

工　場　　　：行橋工場（福岡県行橋市）

岡野クラフト株式会社 本　社　　　：福岡県行橋市西泉4丁目4番1号

(8) 主要な営業所および工場

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

335名（43名） 4名減

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

176名（16名） 2名減 43歳4ヶ月 19年2ヶ月

(9) 従業員の状況

①　企業集団の従業員の状況

（注）1. 従業員は当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当

社グループへの出向者を含む就業人員であります。

2. 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員数であります。

3. 臨時従業員には、再雇用者、パートタイマーおよび嘱託契約の従業員を含み、派遣社

員を除いております。

②　当社の従業員の状況

（注）1. 従業員は当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員で

あります。

2. 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員数であります。

3. 臨時従業員には、再雇用者、パートタイマーおよび嘱託契約の従業員を含み、派遣社

員を除いております。
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借 入 先 借 入 金 残 高

百万円

株 式 会 社 福 岡 銀 行 273

株 式 会 社 北 九 州 銀 行 275

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 137

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 103

株 式 会 社 大 分 銀 行 68

(10) 主要な借入先および借入額

(1) 発行可能株式総数 5,940千株

(2) 発行済株式の総数 1,793千株（うち自己株式　190千株）

(3) 株主数 1,411名 （前期末比　16名増）

株　　主　　名 持　　株　　数 持 株 比 率

株 ％

岡 野 商 事 株 式 会 社 392,180 24.47

岡 野 正 敏 134,380 8.38

光 通 信 株 式 会 社 113,000 7.05

清 原 達 郎 88,600 5.52

岡 野 バ ル ブ 取 引 先 持 株 会 69,217 4.32

岡 野 バ ル ブ 社 員 持 株 会 50,002 3.12

株 式 会 社 福 岡 銀 行 48,000 2.99

株 式 会 社 北 九 州 銀 行 48,000 2.99

岡 野 正 紀 46,134 2.87

木 多 康 昭 45,000 2.80

２．会社の株式に関する事項

(4) 大株主（上位10名）

（注）当社は、自己株式（190,784株）を保有しておりますが、上記大株主から除いておりま

す。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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株式数(株） 交付対象者数（名）

取締役（社外取締役を除く） 4,374 5

社外取締役 - -

監査等委員 - -

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「４.会社役員に関する事項(2)取締役の報酬

等」に記載しております。

(6) その他株式に関する重要な事項

自己株式の処分

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分状況は、次のとおりでありま

す。

2024年3月21日開催の取締役会の決議に基づく自己株式の処分状況

1.処分対象株式の種類　　　当社普通株式

2.処分した株式の総数　　　4,374株

3.処分価額の総額　　　　　16,336,890円

4.処分先およびその人数　　当社の取締役5名

(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)

5.処分日　　　　　　　　　2024年4月19日

３．会社の新株予約権等に関する事項

　該当する事項はありません。
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地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 岡 野 武 治 岡野商事株式会社　取締役

取 締 役 木 村 浩 一 最高財務責任者

取 締 役 丹 野 信 康
コア事業統括兼メンテナンス事業部長
岡野クラフト株式会社　代表取締役社長

取 締 役 石 田 　 仁
人事・ものづくり統括
岡野クラフト株式会社　常務取締役

取 締 役 菊 池 勇 太
経営企画室長兼新規事業統括
合同会社アソウト　業務執行役員
合同会社ポルト　代表

取 締 役 常 盤 木 龍 治
DX推進本部長
株式会社EBILAB　取締役
株式会社うむさんラボ　執行役員

取 締 役
（監査等委員）

寺 脇 　 豊

取 締 役
（監査等委員）

相 浦 圭 太

税理士法人TAパートナーズ　代表社員
books project株式会社　代表取締役
株式会社アンサーホールディングス
監査役
株式会社アンサー俱楽部　監査役
株式会社アンサープロパティ　監査役

取 締 役
（監査等委員）

渕 上 耕 司
株式会社大手町会計事務所　代表取締役
渕上税理士事務所　代表

４．会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等

（注）1.取締役（監査等委員）相浦圭太および渕上耕司の両氏は、社外取締役であります。

なお、当社は、社外取締役（監査等委員）である両氏を東京証券取引所の定めに基づ

く独立役員として指定し届け出ております。

2.渕上耕司氏は、渕上税理士事務所の代表であり、当社と同事務所との間には業務委託

契約がありますが、その金額は僅少であるため、同氏は当社経営陣からの独立性を有

していると判断しております。

3.情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、取締役寺脇豊

氏を常勤の監査等委員として選定しております。

4.当社と各取締役（監査等委員）とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423

条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠

償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

5.菊池勇太氏の戸籍上の氏名は、早瀬勇太氏であります。
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(2) 取締役の報酬等

　①　役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2023年1月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等

の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度

にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決

定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを

確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

1.基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ

として十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に

際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

2.基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等

を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年

数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘

案して決定するものとする。

3.業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針（報酬等を

与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため

業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値に対す

る達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給する。

4.非金銭報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与
える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

非金銭報酬等は、毎年一定の時期に支給する譲渡制限付株式とし、役
位、職責に応じて基本報酬の金額を考慮しながら、総合的に勘案して決定
する。

5.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別

の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

取締役の種類別の報酬割合については、取締役会において検討を行うこ

ととし、報酬割合の目安については、基本報酬60％、業績連動報酬等

30％、非金銭報酬等10％とする。

6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役

社長へ一任することとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、

賞与の評価配分、非金銭報酬等の額とする。

　②　取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社においては、取締役会の決議に基づき、代表取締役岡野武治が取締役の

個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。同氏に本権限を委任した理
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区　　分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬
業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役
（監査等委員を除く）

140 80 45 14 6

取締役（監査等委員）

（うち社外取締役）
9

（2）
9

（2）
― ―

3

（2）

合　　　　計

（うち社外取締役）
150

（2）
90

（2）
45 14

9

（2）

由は、当社の業績・職責等を含めた状況を総合的に勘案した評価を行うには代

表取締役が適していると判断したためであります。

　③　当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ

ん。

2. 業績連動報酬等にかかる業績指標は営業利益であり、当事業年度の営業利益は1,147

百万円であります。当該指標を選択した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意

識を高めるためには同指標が最も適切であると判断したためであります。なお、目標

となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜

環境の変化に応じて見直しております。業績連動報酬等は、上述の業績指標の達成度

合い等に応じて算出されております。

3. 非金銭報酬等として取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下

「対象取締役」という。）に対して譲渡制限付株式を交付しております。当該株式報

酬の交付状況については「２.会社の株式に関する事項　(5)当事業年度中に職務執行

の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載のとおりです。当該株式報

酬の内容およびその数の算定方法の決定に関する方針は、「①役員報酬等の内容の決

定に関する方針等」に記載のとおりです。

4. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、2016年2月26日開催の

第116回定時株主総会において年額200百万円以内と決議されております。当該定時株

主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は7名でありま

す。

5. 対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権報酬は、2023年

2月27日開催の第123回定時株主総会において、年額30百万円以内、これにより発行又

は処分をされる当社の普通株式の総数は年10,000株以内と決議されております。当該

定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は6名であります。

6. 取締役（監査等委員）の報酬等の額は、2016年2月26日開催の第116回定時株主総会に

おいて年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役

（監査等委員）の員数は3名であります。
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区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役

（監査等委員）
相 浦 圭 太

相浦圭太氏は、取締役（監査等委員）に就任以降、税
理士としての専門的知見および上場会社での監査役と
しての経験に基づき、経営の監督と経営全般への助言
など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮
しております。当事業年度に開催された取締役会13回
全てに出席し、また、監査等委員会11回全てに出席し
ております。加えて当社経営課題やコーポレートガバ
ナンス向上にあたり、適宜必要な助言をいただきまし
た。

取 締 役

（監査等委員）
渕 上 耕 司

渕上耕司氏は、取締役（監査等委員）に就任以降、税
理士としての豊富な経験および企業会計、税務に関す
る高度な専門知識に基づき、経営の監督と経営全般へ
の助言など社外取締役に求められる役割・責務を十分
に発揮しております。当事業年度に開催された取締役
会13回全てに出席し、また、監査等委員会11回全てに
出席しております。加えて当社経営課題やコーポレー
トガバナンス向上にあたり、適宜必要な助言をいただ
きました。

(3) 社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

　取締役（監査等委員）相浦圭太氏は、税理士法人TAパートナーズ代表社員、
books project株式会社代表取締役、株式会社アンサーホールディングス監査
役、株式会社アンサー俱楽部監査役、株式会社アンサープロパティ監査役を兼務
しております。なお、当社と同氏が兼務しております各社との間には特別の関係
はありません。
　取締役（監査等委員）渕上耕司氏は、株式会社大手町会計事務所代表取締役お
よび渕上税理士事務所代表を兼務しております。なお、当社と渕上税理士事務所
との間には業務委託契約がありますが、その金額は僅少であるため、同氏は当社
経営陣からの独立性を有していると判断しております。その他に同氏が兼務して
おります株式会社大手町会計事務所との間には特別の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況
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当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額
当社および当社子会社が会計監査人に支払
うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

28百万円 28百万円

５．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、これらの

合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務の遂行状況、報酬見積りの算出

根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬

等の額について同意しております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集され

る株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたしま

す。

また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況等を総合的に勘案し、監

査の適正性および信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会

計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

本事業報告中の記載金額および株式数は、単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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資 産 の 部 負 債 の 部

百万円 百万円

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

製 品

仕 掛 品

原 材 料

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

匿 名 組 合 出 資 金

繰 延 税 金 資 産

投 資 不 動 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

9,245

4,403

3,555

67

993

147

77

4,964

2,551

1,448

741

303

58

83

2,329

1,352

100

278

513

88

△3
　

流 動 負 債 2,066

買 掛 金 420

１年内返済予定の長期借入金 312

未 払 費 用 468

未 払 法 人 税 等 372

未 払 消 費 税 等 211

賞 与 引 当 金 30

契 約 負 債 142

製品保証引当金 40

そ の 他 67

固 定 負 債 963

長 期 借 入 金 546

長 期 未 払 金 41

退職給付に係る負債 368

そ の 他 7

負 債 合 計 3,030

純 資 産 の 部

株 主 資 本 10,870

資 本 金 1,286

資 本 剰 余 金 548

利 益 剰 余 金 9,570

自 己 株 式 △533

その他の包括利益累計額 308

その他有価証券評価差額金 145

退職給付に係る調整累計額 163

純 資 産 合 計 11,179

資 産 合 計 14,210 負 債 ・ 純 資 産 合 計 14,210

連 結 貸 借 対 照 表
（2024年11月30日現在）
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百万円 百万円

売 上 高 8,169

売 上 原 価 5,536

売 上 総 利 益 2,632

販売費及び一般管理費 1,446

営 業 利 益 1,185

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 8

有 価 証 券 利 息 8

匿 名 組 合 投 資 利 益 5

受 取 賃 貸 料 47

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 28

そ の 他 35 134

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3

減 価 償 却 費 3

固 定 資 産 除 却 損 20

為 替 差 損 7

そ の 他 0 36

経 常 利 益 1,283

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,283

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 405

法 人 税 等 調 整 額 △223 181

当 期 純 利 益 1,102

親会社株主に帰属する当期純利益 1,102

連 結 損 益 計 算 書
（2023年12月1日から2024年11月30日まで）
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株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 首 残 高 1,286 544 8,548 △545 9,832

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △79 △79

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,102 1,102

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 4 12 16

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－

当 期 変 動 額 合 計 － 4 1,022 11 1,037

当 期 末 残 高 1,286 548 9,570 △533 10,870

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 首 残 高 79 98 178 10,011

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △79

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

－ 1,102

自 己 株 式 の 取 得 － △0

自 己 株 式 の 処 分 － 16

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

65 64 130 130

当 期 変 動 額 合 計 65 64 130 1,168

当 期 末 残 高 145 163 308 11,179

連結株主資本等変動計算書
（2023年12月1日から2024年11月30日まで）
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指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 室 井 秀 夫

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 久 原 明 夫

独立監査人の監査報告書

2025年1月17日

岡野バルブ製造株式会社

　取 締 役 会 　御　中

有限責任監査法人　トーマツ
　　　　　　　　福岡事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、岡野バルブ製造株式会社の2023年12月1日

から2024年11月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、岡野バルブ製造株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記

載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会

社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス

の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に

おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な

相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な

誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結

計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな

い連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ

る。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の

立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合

理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ

る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連

結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監

査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継

続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表

示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している

かどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十

分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び

実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を

除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセー

フガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以　上
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資 産 の 部 負 債 の 部

百万円 百万円

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

製 品

仕 掛 品

原 材 料

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

匿 名 組 合 出 資 金

繰 延 税 金 資 産

投 資 不 動 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

8,625

3,773

3,534

67

1,002

147

99

4,580

2,428

1,268

69

686

29

54

319

1

83

2,068

1,061

40

100

316

513

41

△3
　

流 動 負 債 2,078

買 掛 金 554

１年内返済予定の長期借入金 312

未 払 費 用 414

未 払 法 人 税 等 360

未 払 消 費 税 等 194

製品保証引当金 40

契 約 負 債 142

そ の 他 59

固 定 負 債 1,195

長 期 借 入 金 546

退職給付引当金 600

長 期 未 払 金 41

そ の 他 7

負 債 合 計 3,274

純 資 産 の 部

株 主 資 本 9,786

資 本 金 1,286

資 本 剰 余 金 548

資 本 準 備 金 543

その他資本剰余金 4

利 益 剰 余 金 8,485

利 益 準 備 金 157

その他利益剰余金 8,328

別 途 積 立 金 1,300

繰越利益剰余金 7,028

自 己 株 式 △533

評価・換算差額等 145

その他有価証券評価差額金 145

純 資 産 合 計 9,932

資 産 合 計 13,206 負 債 ・ 純 資 産 合 計 13,206

貸　借　対　照　表
（2024年11月30日現在）
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百万円 百万円

売 上 高 8,161

売 上 原 価 5,583

売 上 総 利 益 2,578

販売費及び一般管理費 1,430

営 業 利 益 1,147

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 14

有 価 証 券 利 息 8

匿 名 組 合 投 資 利 益 5

受 取 賃 貸 料 49

そ の 他 36 113

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3

減 価 償 却 費 3

固 定 資 産 除 却 損 20

為 替 差 損 7

そ の 他 0 36

経 常 利 益 1,225

税 引 前 当 期 純 利 益 1,225

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 390

法 人 税 等 調 整 額 △221 168

当 期 純 利 益 1,056

損　益　計　算　書
（2023年12月1日から2024年11月30日まで）
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株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己
株式

株主資本
合 計資 本

準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益
剰 余 金 利 益

剰余金
合 計

別 途
積立金

繰 越
利 益
剰余金

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 首 残 高 1,286 543 0 544 157 1,300 6,052 7,352 △545 8,794

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △79 △79 △79

当 期 純 利 益 1,056 1,056 1,056

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 4 4 12 16

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－

当 期 変 動 額 合 計 － － 4 4 － － 976 976 11 992

当 期 末 残 高 1,286 543 4 548 157 1,300 7,028 8,328 △533 9,786

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

百万円 百万円 百万円

当 期 首 残 高 79 79 8,873

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △79

当 期 純 利 益 1,056

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 16

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

65 65 65

当 期 変 動 額 合 計 65 65 1,058

当 期 末 残 高 145 145 9,932

株主資本等変動計算書
（2023年12月1日から2024年11月30日まで）
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指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 室 井 秀 夫

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 久 原 明 夫

独立監査人の監査報告書

2025年1月17日

岡野バルブ製造株式会社

　取 締 役 会 　御　中

有限責任監査法人　トーマツ

　　　　　　　　福岡事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、岡野バルブ製造株式会社の2023年12

月1日から2024年11月30日までの第125期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）

について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス

の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違

があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤り

の兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人の監査報告書謄本
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算

書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない

計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ

とが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立

場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する

可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に

見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ

る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な

不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する

こと、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等

に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日

までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構

成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか

を評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を

除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセー

フガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

常勤監査等委員 寺 脇 　 豊 ㊞
監 査 等 委 員 相 浦 圭 太 ㊞
監 査 等 委 員 渕 上 耕 司 ㊞

　当監査等委員会は、2023年12月1日から2024年11月30日までの第125期事業年度における取締役

の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議

の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び

使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務

の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本

社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について

は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から

事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する

とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議

会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計

算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ

いて検討いたしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認

められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき

事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年1月22日

岡野バルブ製造株式会社　監査等委員会

（注）監査等委員 相浦圭太及び渕上耕司の両氏は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定
する社外取締役であります。

監査等委員会の監査報告書謄本

以　上
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当社普通株式 1株につき金50円

配当総額 80,110,800円

株主総会参考書類

議案および参考事項

〈会社提案（第１号議案から第３号議案まで）〉

第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は、株主の皆様への利益配分を経営の重要課題と位置付け、配当につきま

しては、長期的視点に立ち安定的かつ継続的な配当を実施するとともに、今後の

事業展開と経営環境の変化に柔軟に対応するため、財務状況とのバランスを総合

的に判断して決定することを基本方針としております。

　当期の期末配当につきましては、上記の基本方針に基づき下記のとおりとさせ

ていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項

１．株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

２．剰余金の配当が効力を生じる日　　　2025年2月28日
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現　行　定　款 変　更　案

第12条（招集）
　当会社の定時株主総会は、毎年2月に
これを招集し、臨時株主総会は、必要あ
るときに随時これを招集する。

第13条（定時株主総会の基準日）
　当会社の定時株主総会の議決権の基準
日は、毎年11月30日とする。

第14条～第30条　（省略）

第31条（事業年度）
　当会社の事業年度は、毎年12月1日か
ら翌年11月30日までの1年とする。

第32条（剰余金の配当の基準日）
　当会社の期末配当の基準日は、毎年11
月30日とする。

第33条（中間配当）
　当会社は、取締役会の決議によって、
毎年5月31日を基準日として中間配当を
することができる。

附則
（新設）

第12条（招集）
　当会社の定時株主総会は、毎年12月に
これを招集し、臨時株主総会は、必要あ
るときに随時これを招集する。

第13条（定時株主総会の基準日）
　当会社の定時株主総会の議決権の基準
日は、毎年9月30日とする。

第14条～第30条　（現行どおり）

第31条（事業年度）
　当会社の事業年度は、毎年10月1日か
ら翌年9月30日までの1年とする。

第32条（剰余金の配当の基準日）
　当会社の期末配当の基準日は、毎年9
月30日とする。

第33条（中間配当）
　当会社は、取締役会の決議によって、
毎年3月31日を基準日として中間配当を
することができる。

附則
第3条(事業年度の変更に関する経過措置)
　定款第31条（事業年度）の規定にかか
わらず、2024年12月1日から始まる第126
期事業年度は、2025年9月30日までの
10ヵ月間とする。
２．定款第33条（中間配当）の規定にか
かわらず、第126期事業年度の中間配当
の基準日は、2025年5月31日とする。
３．本条は、第126期の事業年度経過
後、これを削除する。

第２号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

　　　連結子会社と決算月を統一することで、経営情報の適時・適格な開示によ

　　り経営の透明性の向上を図るため、当社の決算期を現在の毎年11月30日から

　　毎年9月30日に変更するものであります。

２．変更の内容

　　　変更の内容は次のとおりであります。

（下線部は変更部分を示します。）
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候補者
番　号

氏　　名

（生年月日）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数

1

おか

岡
 

 
の

野
 

 
たけ

武
 

 
はる

治
(1981年７月１日生)

2006年 4月 当社入社

2010年 5月 岡野商事株式会社取締役（現任）

2012年 2月 当社取締役総務部長兼経営企画室長

2015年 1月 当社取締役管理統轄兼経営企画部長

2016年 2月 当社常務取締役管理統轄兼経営企画部長

2016年12月 当社常務取締役管理統轄兼経営本部長

2020年 2月 当社代表取締役社長（現任）

15,451株

［取締役候補者とした理由］

候補者は、幅広い分野で培った業務経験から当社の業務全般に精通

しており、また企業経営者としての豊富な経験と知識を有している

ことから、2020年より代表取締役社長として当社経営の指揮を執っ

ております。今後も同氏の経営手腕により、当社の持続的成長と企

業価値向上への貢献が期待できることから、引き続き取締役候補者

といたしました。

２

き

木
 

 
むら

村
 

 
こう

浩
 

 
いち

一
(1961年７月７日生)

1996年12月 当社入社

2009年 1月 当社総務部次長兼総務財務課長

2015年 1月 当社総務部長兼資材課長

2016年 2月 当社取締役総務部長

2021年 2月　当社取締役最高財務責任者（現任）

1,802株

［取締役候補者とした理由］

候補者は、長年にわたり財務・管理部門に携わり、2016年に取締役

に就任、2021年より取締役最高財務責任者を担っており、当社の財

務・管理部門および企業経営全般に関する豊富な経験と知識を有し

ていることから、引き続き取締役候補者といたしました。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員

（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任

をお願いするものであります。

　なお、当社の監査等委員会からは本議案に対する指摘事項はございません。

　取締役の候補者は次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏　　名

（生年月日）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数

３

たん

丹
 

 
の

野
 

 
のぶ

信
 

 
やす

康
(1970年10月1日生)

2013年 4月　当社入社

2017年12月　岡野クラフト株式会社取締役

2019年 8月　当社テクニカルサービス部東部統括

2020年 1月　当社メンテナンス事業部長

2020年 2月　当社執行役員メンテナンス事業部長

2022年 2月　当社取締役兼メンテナンス事業部長

2022年12月　岡野クラフト株式会社代表取締役社長

　　　　　 （現任）

2023年 2月　当社取締役兼コア事業統括兼メンテナ

ンス事業部長（現任）

1,768株

［取締役候補者とした理由］

候補者は、当社メンテナンス部門における業務全般に精通してお

り、2022年2月より取締役として所掌部門の指揮を執り、その職責

を果たしております。また、2022年12月より当社子会社の代表取締

役社長に就任し業績向上へ寄与するなど、企業経営全般に関する豊

富な経験、知識を有し、実績も持ち合わせていることから、引き続

き取締役候補者といたしました。

４

いし

石
 

 
だ

田
 

 
 

　
 

 
ひとし

仁
(1973年10月23日生)

1996年 4月 当社入社

2016年12月 当社製造部次長

2016年12月　岡野クラフト株式会社常務取締役

（現任）

2020年 1月 当社バルブ事業部技術部次長

2020年 2月　当社執行役員バルブ事業部技術部次長

2021年 9月　当社執行役員バルブ事業部生産技術

　　　　　　部長

2022年 2月　当社取締役兼人事・ものづくり統括

　　　　　 （現任）

1,514株

［取締役候補者とした理由］

候補者は、当社製造部門や管理部門における業務全般に精通してお

り、2022年2月より取締役として所掌部門の指揮を執り、その職責

を果たしております。また、2016年12月より当社子会社の常務取締

役を務め業績向上へ寄与するなど、企業経営全般に関する豊富な経

験、知識を有し、実績も持ち合わせていることから、引き続き取締

役候補者といたしました。
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候補者
番　号

氏　　名

（生年月日）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数

５

きく

菊
 

 
ち

池
 

 
ゆう

勇
 

 
た

太
(1989年３月１日生)

2011年 4月 株式会社筑紫環境保全センター入社

2013年 5月 株式会社プリミティブ・ドライブ入社

2018年 5月 合同会社アソウト（旧阿蘇人）設立　

業務執行役員（現任）

2018年 7月 合同会社ポルト設立　代表（現任）

2021年 2月　当社取締役（監査等委員）

2022年 2月　当社取締役兼新事業開発本部長

2024年 6月　当社取締役兼経営企画室長兼新規事業

統括（現任)

0株

［取締役候補者とした理由］

候補者は、事業法人を経営しながら様々な取組みを行っており、特

に事業構築、マーケティング、クリエイティブな仕事に長け、様々

な分野における豊富な経験と幅広い知識・情報に基づく高い見識を

有しております。また、2022年2月より取締役として所掌部門の指

揮を執り、その職責を果たしていることから、引き続き取締役候補

者といたしました。

６

とき

常
わ

盤
ぎ

木
りゅう

龍
じ

治
(1976年５月20日生)

2001年 6月 株式会社テンダ入社

2008年 9月 東洋ビジネスエンジニアリング入社

2011年 7月 インフォテリア株式会社入社

2013年 4月 SAPジャパン株式会社入社

2014年 1月 株式会社レキサス入社

2018年 6月 株式会社EBILAB創業　取締役（現任）

2018年11月 株式会社うむさんラボ入社　執行役員

（現任）

2021年 2月　当社取締役（監査等委員）

2022年 2月　当社取締役兼DX推進本部長（現任）

1,473株

［取締役候補者とした理由］

候補者は、事業法人の経営に携わっており、特にDX、事業構築、マ

ーケティング、人材育成に長け、また幅広いネットワークを持ち、

様々な分野における豊富な経験と幅広い知識・情報に基づく高い見

識を有しております。また、2022年2月より取締役として当社のDX

推進を担い、その職責を果たしていることから、引き続き取締役候

補者といたしました。
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氏名
当社が各取締役に特に期待する分野

企業経営 経営戦略
新規事業

開発

既存事業

強化
人事戦略 DX 広報 財務会計

内部統制

ガバナンス

岡　野　武　治 〇 〇 〇

木　村　浩　一 〇 〇 〇

丹　野　信　康 〇 〇 〇

石　田　　　仁 〇 〇 〇 〇

菊　池　勇　太 〇 〇 〇 〇

常盤木　龍　治 〇 〇 〇 〇

寺　脇　　　豊 〇

相　浦　圭　太 〇

渕　上　耕　司 〇

（注）1.取締役候補者 岡野武治氏は、岡野商事株式会社の取締役を兼務しております。当社は

　　　　同社に対し当社製品の販売委託ならびに同社から部品等の購入を行っております。

2.取締役候補者 丹野信康氏は、岡野クラフト株式会社の代表取締役社長を兼務しており

ます｡また､取締役候補者 石田仁氏は、岡野クラフト株式会社の常務取締役を兼務して

おります。同社は当社の連結子会社であり、当社製品の機械加工・出荷・鋳鋼処理業

務およびメンテナンス業務等の請負を行っております。

3.その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

4.菊池勇太氏の戸籍上の氏名は、早瀬勇太氏であります。

（ご参考）取締役会の構成[2025年2月27日以降の予定]
各取締役に対して、その能力の発揮を特に期待する分野は以下のとおりであ
ります。なお、以下の取締役会の構成は本株主総会における取締役選任議案
が全て原案どおり、ご承認いただけた場合を前提に作成しております。
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〈株主提案（第４号議案）〉

　第４号議案は、株主からのご提案によるものであります。

　なお、議案名、提案内容および提案の理由は、形式的な修正を除き、提案株主

から受領した本株主提案に係る書面の該当部分を原文のまま記載し、当社取締役

会の意見を記載しております。

第４号議案　配当金の増額および配当性向引き上げに関する提案

　貴社の現状を鑑み、株主還元の強化を目的として、2024年度の配当金増額およ

び配当性向の引き上げを提案いたします。具体的には、すでに支払われた中間配

当20円に加え、期末配当を160円とすることを提案し、配当性向を25％程度に引

き上げることを求めます。

提案理由

配当性向の改善必要性

一般的に、日本企業の配当性向の平均は30～40％程度とされていますが、貴社の

2023年度の配当性向は6.92％と著しく低い水準にあります。今年度（2024年度）

の第3四半期までの実績による1株当たり利益は541.54円と報告されていますが、

過去数年間の決算予想がやや保守的であることを踏まえ、3期までの純利益の平

均値を基に2024年度全体を予測しました。具体的には、3期までの純利益を3で割

って平均を算出し、その平均値を4倍にして通年の純利益を見積もった結果、1株

当たり利益は722.05円程度になると予想しております。もし2024年度の期末配当

を予定通り20円とすると、貴社の配当性向は5.54％にとどまり、依然として非常

に低い水準です。したがって、配当性向を日本企業の平均に近づけるために、

25％程度に引き上げることを提案いたします。これにより、株主還元の強化と企

業価値の向上を両立することができると確信しております。

株主還元の更なる充実に向けた提案

貴社の財務基盤や業績の堅調さを鑑み、自己資本比率が80％と非常に高い水準に

あることからも、外部資金への依存が極めて低いことは明らかです。このように

財務的に余裕がある状況において、配当性向25％程度に引き上げることは、日本

企業の平均を下回る控えめな要求であり、株主として最低限の要求と考えており

ます。貴社の将来の成長を支える財務余力を目減りさせることなく、株主還元を

強化することは十分に可能であり、ぜひご検討いただきたく存じます。
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新規事業への投資への影響

配当性向を25％程度に引き上げることは、貴社の本業や他事業への投資に大きな

影響を与えないものと考えます。これは、適切な資本配分と同時に株主への利益

還元を両立する施策として合理的です。

コミュニティナースへの寄付について

貴社が2023年から開始されたコミュニティナースへの寄付について、帳簿上の処

理は不明ですが、年間3000万円ほどの支出と伺っております。この3000万円とい

う金額は、2023年度当初の配当金予想20円の総額とほぼ同額です。福祉への支援

は法人として社会的責任を果たすものであり、その意義を十分に理解しておりま

す。ただし、株主還元の充実と社会的貢献の両立が重要であり、まずは株主還元

を強化しつつ寄付の継続を検討いただければ幸いです。寄付自体を否定するわけ

ではありませんが、それに見合った適切な株主還元を行うことを強く要望いたし

ます。

具体的な増配提案

BWRの再稼働がついに始まり、貴社の業績は今期と同水準かそれ以上の成果が期

待されます。これに基づき、さらなる株主還元強化のため、すでに支払われた中

間配当20円に加え、期末配当を160円とする増配を提案いたします。原発関連市

場の活性化により、受注増加が貴社の利益拡大に寄与することが期待され、安定

的な配当支払いの基盤強化に繋がると確信しております。

つきましては、株主の利益還元を一層充実させるため、次回の株主総会におい

て、本提案を前向きにご審議いただければ幸いです。これまでの貴社の成長と努

力に敬意を表し、今後のさらなるご発展をお祈り申し上げます。株主還元に関す

る対応を心より期待しております。
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株主提案に対する取締役会の意見

当社取締役会としては、本議案に反対いたします。

　当社では、株主の皆様への利益配分を経営の重要課題と位置付けており、配当

につきましては、長期的な視点に基づき、安定的かつ継続的な配当を実施すると

ともに、今後の事業展開と経営環境の変化に柔軟に対応するため、財務状況との

バランスを総合的に判断して決定する方針を掲げております。この方針のもと、

当期（2024年11月期）は2012年以降、12年ぶりに中間配当を実施したほか、前期

（2023年11月期）および当期において期末配当金を増額する決定を行いました。

これらの取り組みは、株主の皆様への利益還元を重視した結果であり、今後も引

き続き努力してまいります。

　しかしながら、現時点でさらに配当金を増額することについては以下の懸念が

ございます。

財務の安定性確保

　当社本業の事業特性である受注生産においては、市場の変化に柔軟に対応する

ための設備投資や運転資金の確保が必要不可欠です。さらなる増配によるキャッ

シュフローの圧迫は、財務の安定性を損ない、長期的な成長基盤を脅かす可能性

があります。

長期的な成長への影響

　配当金の増額は株主の皆様に短期的な利益をもたらす一方で、将来の成長機会

を制約するリスクを伴います。現在、当社は東日本大震災前の業績水準への回帰

を目指している最中であり、また、長期的な成長を実現するためには新規事業の

成長が必要不可欠であります。変動する経営環境や市場ニーズへ迅速に対応し、

それに向けた投資を中長期的に実施していくためには十分な内部留保を維持する

ことが必要です。

現行配当水準の維持

　当社の配当方針は、安定的かつ継続的な配当を重視しております。東日本大震

災以降の業績低迷時における継続的な配当の実施はこの方針に基づくものです。

現行配当水準を堅持し、12年ぶりの中間配当実施や前期および当期の増配など、

事業環境や財務状況に応じた柔軟な対応を続けることが、長期的な企業価値向上

に繋がるものと考えております。
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　これらの理由から、現時点でのさらなる配当金増額には賛同しかねる状況であ

り、当社取締役会は本株主提案に反対いたします。

今後も株主の皆様への利益配分を重視しつつ、長期的な視点での経営を進めてま

いります。

以　上
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北九州市門司区中町1番14号

岡野バルブ製造株式会社　本社3階会議室

TEL　093（372）9215

交　通

○JR門司駅より徒歩約3分

○門司駅前バス停より徒歩約3分

○北九州都市高速大里ランプより車で約7分

※駐車場には限りがありますので、公共交通機関を

ご利用くださいますようお願い申し上げます。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
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